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　本パンフレットに掲載したセミナーは、経済産業

省中小企業庁が、企業におけるCSR（企業の社会的

責任）や人権啓発等の取組を支援するため、各地で

の具体的な事例を紹介し、今後取り組む企業の参考

にしてもらうことを目的に、毎年実施しているもの

です。2002（平成14）年度に「企業と人権セミナー」

としてスタートし、2004（平成16）年度からは呼

称を「『企業の社会的責任と人権』セミナー」と改め、

昨年度（2009（平成21）年度）には東京・大阪・広島

で開催されました。

　企業と社会との関係に大きな注目が集まっている

現在、企業はその活動成果を経済的利益によっての

み評価される存在ではなくなりました。社会を構成

する一市民として、企業が社会に対して果たすべ

き責任、つまり企業の社会的責任（CSR:Corporate 

Social Responsibility）はその重要性をさらに増し

ています。コンプライアンス（法令遵守）や環境問題

への取組等々、様々な分野において、社会的観点か

ら企業の活動が注目されているのです。

　また、職場をめぐる状況は、時代とともに大きく

様変わりしています。ITの普及を始めとする様々な

要因による労働環境の変容、男女共同参画の一層の

進展、障害の有無や年齢などに応じた働き方の多様

化、事業内容及び働く人々自身の国際化などが挙げ

られるでしょう。企業はそうした様々な変化に適切

に対応し、社会の一員としての責任を果たすことが

必要となっています。

　本パンフレットを、企業のそれぞれの現場でCSR

と人権のための行動を始めようとする皆さまに活用

していただけることを、心より願っています。
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CSRと人権で社会が変わる　田中　宏司（東京交通短期大学学長・教授）

パネルディスカッション

質疑応答

パネルディスカッション

企業の社会的責任と人権　坂本　光司（法政大学大学院政策創造研究科教授・法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長）

人を愛するコミュニケーション 夢とロマンを感じる社会　水尾　順一（駿河台大学経済学部教授・同大学経済研究所長）

セミナー参加者の声／ 過去のセミナー概要パンフレット

株式会社 
クララオンライン

日本理化学工業 
株式会社

マイクロソフト 
株式会社

相手を思いやる気持ちから生まれる人権を主軸とした企業経営
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大国フーズ
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CSRへの取組で大切なのは相手の立場で考える姿勢

料亭久里川

株式会社 
グローバルコンテンツ　

住友スリーエム 
株式会社

企業の特色を活かした様々なCSRの形

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

ベンチャー企業における男女共同参画・ダイバーシティへの取組について

知的障がい者に導かれた日本理化学の経営と重度障がい者が働ける社会作り

本業を生かしたCSRとは  〜 ITを活用した女性就労支援の取組 〜

柔軟な雇用スタイルを築く在宅雇用

企業の社会的責任 大国フーズのビジョン「大国フーズ10年計画」

知的障がい者の雇用をはじめて

企業及び行政との連携による障がい者作業所製品販売支援

在日外国人向け携帯サイトの運営や、自治体向け多言語情報配信システムの提供等により、 
多文化共生社会の実現を目指す

住友スリーエムにおけるCSR経営
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も、今は昔に比べ、男尊女卑の風
潮というのは本当に少なくなりま
した。それは消費者・市民の意
識が変わってきたということで
す。つまり価値観が変わったこと
が大きな要素だと思います。こ
うした様々な事柄を理由に、CSR
という要素が企業経営において重
要になってきたのだと思います。
2010（平成22）年の秋からいよい
よISO26000がスタートします。
これは企業だけでなく、病院、大
学、行政を含めたあらゆる組織に
求められる社会的責任の規格です。

　CSRには、色々な解釈があるよ
うですが、企業の社会的責任とし
て一番大事なのは「経済的責任」
です。売上げを上げて利益を出し、
社員に給料を払い、株式会社であ
れば株主に配当を払い、さらには
税金を払う。これが企業の経済的
責任で最も重要なことです。それ
と同時に環境への配慮や、人権へ
の配慮が求められるということで
す。しかし、利益を出すために不
祥事を起こしてしまっては本末転

倒です。つまり法律や倫理を守る
ということです（「法的責任」及び

「倫理的責任」）。これら3つの責
任が果たせて初めて、ボランティ
ア活動の推進など「社会貢献」と
いうものがあるのです。時々、「う
ちは中小企業だからCSRなど考え
るレベルじゃない」などと言う人
がいますが、これは大きな誤解で
す。なぜなら、CSRは下から積み
上げていくものだからです。法的
責任や経済的責任が果たせないの
に社会貢献活動は完璧などという
会社はありえないということです。
CSR＝社会貢献活動だけではあり
ません。法的責任を果たすことも
また、CSRの一つなのです。
　以上のことを踏まえた時、CSR
とは人権の中でどのような意味を
なすのか。これは、簡単に言えば、
皮膚の色、老若男女、地域を超え、
世代を超え、性差を超えて、みん
なが手を取り合って一緒に仲良く
この地球の中で生活をしていきま
しょうという意味になるのだと思
います。

人を愛するコミュニケーション
夢とロマンを感じる社会

水尾　順一 Mizuo Junichi

駿河台大学経済学部教授・
同大学経済研究所長

　今、衣食住に関わる、多岐にわ
たる分野で「うそ」が露呈し、こ
れまでに社会から企業に寄せられ
ていた信頼（安全・安心）が崩れ去
ろうとしています。そういう中に
あって、企業はこれから何をして
いくべきなのか。特に「人権」と
いうテーマに基づいて、お話をし
てみたいと思います。

　日本でCSRが求められるように
なった背景には、やはり企業や
組織の不祥事があります。そし
て、国内外で起きたことが I Tを
通して瞬時に世界に伝わる。そ
うした背景の中で、消費者の意識
が変わり、人権や環境やNPOの
人たちを含めて皆さんの意識が変
わってきたという訳です。その最
たるものが男女共同参画です。昔
の日本社会は男性優位でした。で

広島会場

健全な企業経営は
社員をキーマンにしたCSR推進と
人権啓発活動から。

基 調 講 演

CSRとは何か？
人権におけるCSRの意味とは？日本企業で人権と労働が

課題になっている理由

CSR活動や人権啓発に
必要なリーダーの条件
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　楽しみながら仕事ができるとい
うのは、まさに会社における人権
の基本であると私は思います。こ
れを可能にするためには、三つの
課題があります。
　1つ目はハラスメントの問題。
パワハラ、セクハラをはじめ、大
学教員が学生に対して行うアカデ
ミック・ハラスメントや、飲めな
い人に無理やりお酒を飲ませるア
ルコール・ハラスメントなどもあ
ります。企業が抱える課題として
は、パワハラが分かりやすい例だ
と思うのですが、「怒鳴る」と「叱
る」は違います。「叱る」には人を
育てるという意味が根底にありま
す。「怒鳴る」、「怒る」というのは
自分の感情です。したがって、指
導するリーダーに「育てる意識が
あるかないか」ということが大き
なポイントになります。肩書きに
物を言わせ、怒鳴りまくるような
リーダーではなく、「サーバント・
リーダーシップ」のあるリーダー
が必要です。つまり、現場で汗し
て働く部下が働きやすいように支
援するリーダーです。これこそが
本来の管理職の役割です。リー
ダーが出張で不在の時、部下たち
が喜ぶような組織はいずれ崩壊し
ます。

　2つ目は、「メンタルヘルス」の
問題。この問題の解決のカギは

「思いやりのコミュニケーション」
です。風通しのいい組織にするた
めには、お互いに言いたいことが
言える、聞きたいことが聞けるこ
とが必要です。「新入社員だから」

「女性だから」何も言えない、こ
れではだめです。また、「言う」だ
けではなく「聴く」ことも重要です。

相手を受け入れ、広い心で、まず
は聴く。それも、できるだけ優し
い表情で、相手をせかすことなく
最後までしっかりと聴いてあげる
ことが大切です。
　最近、組織の中で鬱気味の人が
増えています。多忙で、残業が多
く、独り言を言いながらパソコン
に向かっている人は危ないです。
ぜひ声を掛けてあげてください。
そして、コミュニケーションを図
る時は、メールで済ませるのでは
なく、なるべくフェース・トゥ・
フェースで。確かにメールは便利
ですが、言葉を省略したりするこ
とで、思わぬトラブルになること
もありますから。

　気持ち良く仕事をするための3
つ目の課題は、「男女共同参画」
と「ワーク・ライフ・バランス」
の問題です。人事・処遇（女性の
処遇）、業務分担、福利厚生、働
き方の支援、セクハラ、ジェン
ダー・ハラスメント、グラスシー
リング等の問題を解決していかな
くてはなりません。先にも述べた

ように、今は、もう男尊女卑の時
代ではありません。一緒になって
共に手を携えて働ける社会を作っ
ていかなければいけないと思いま
す。そのためにも、「CSRの推進
体制」を整えていく必要がありま
す。その際、あらゆるハラスメン
トをなくし、みんなが仲良く楽し
く働ける、そういうことをサポー
トするCSRサポーターが組織の中
にいるといいですね。サポーター
が中心になり、現場の人たちの意
見をどんどん吸い上げれば、そこ
に社員の参画が成立します。トッ
プダウンで「こういう制度をやり
ましょう」ではなく、社員をキー
マンにして、どういう制度が欲し
いかを考えてもらうのです。社員
の目線で考え、視点は大きな社
会に据える。社員は一市民でも
あります。CSRや人権の輪を広げ
ることは、市民が考えていくこと
ですから、CSRというのは実はシ
ティズンズ・ソーシャル・レスポ
ンシビリティ（Citizens' Social 
Responsibility・ 市 民 の 社 会 的
責任）という意味にもなる訳です。
人権を考える、労働を考える上で、
そんなことを頭に置いていただき
たいと思います。

健全な企業経営は
社員をキーマンにしたCSR推進と
人権啓発活動から。

思いやりの
コミュニケーションを

社員がキーマンのCSR
「CSR、目線は社員、
視点は社会」
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　私たちは広島で老舗料亭を営ん
でおります。今日は、当社のよう
な中小企業でもできる福祉につい
てお話ししたいと思います。
　私の名刺の裏には「障がい者施
設で作られました」ということが
印刷されています。作業所での定
価は100枚1,500円の名刺ですが、
この一行が入ると1,000円になり
ます。つまり、私はこの名刺を福
祉で買っているのではなく、経費
削減に利用しているのです。企業
とは、利益を一緒に考えていかな

いと、福祉についての理解が進ま
ないものです。

　当社が関わった事例を御紹介し
ます。地元で活動する精神障がい
者の共同作業所がいくつかありま
すが、自分の仕事を活かしながら
彼らに何か協力できないか、と考
えました。思い付いたのが、当社

企業及び行政との連携による
障がい者作業所
製品販売支援

事例発表 1

料亭
久里川
●本　　社
広島県広島市中区千田町 
3丁目2-3
●代 表 者
栗川茂

●創　　立
1952（昭和27）年

●資 本 金
300万円

●従業員数
25人
●事業内容
結婚式場・宴会・仕出し
●ＵＲＬ
http://www.kurikawa. 
com/bokunoatorie.html

森　　浩昭 Mori Hiroaki

有限会社栗川商店
料亭久里川支配人

地域に根付き、長年にわたって経営を続けてきた老
し に せ

舗料亭

地元で活動する障がい者の作業所と 
企業との連携をコーディネート

作業所・企業の双方にメリットを生み、 
連携活動の継続化に貢献

営利活動と社会の理解獲得とが両立する「共生型」福祉

背景

特徴

効果

その他

かまぼこ板利用の
木工品とバレー選手の

マスコット人形
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の会席料理や仕出し弁当で大量に
出るかまぼこの板を木工品の材料
として提供することでした。当社
にはごみ処理費用の、作業所には
材料費の節約になる訳です。余裕
のない中小企業ができる福祉活動
の一つの試みです。加えて、製作
された木工品の販路として、当社
とお付き合いのあるホテルを作業
所に紹介しました。
　また、広島市を本拠地に活動す
る男子バレーボールチーム、J T
サンダーズの選手たちのマスコッ
ト人形を作業所が製作する仕事も
私たちが仲介して実現しました。
今では公式に商品化されています。
この取組についてはNHKテレビ
でも取り上げられました。
　こうしてこれまで私が一人で
やってきた仲介役、コーディネー
ター的な人がもっと増えれば、企
業と福祉の連携の輪をさらに広げ
ることができるでしょう。

　いくつかの作業所を回って、そ
の自主製品製造に感じた問題点が
三つあります。第一にお金・アイ
デアの不足。良い材料が買えず、
良い製品ができず、売れない。第
二に障害のための作業速度の問題。

納期の早い仕事は受けられない。
第三にネットワークの不足。外部
の企業に知られていないため仕事
自体がない。私はこれが一番大き
な問題だと思います。
　モノを作る時、企業は「どうす
れば売れるか」を考えます。目標
は顧客満足です。それに対して作
業所は「どんな製品なら障がい者
でも作れるか」が出発点になりが
ちです。目標も「障がい者理解」
にある場合が多いと思います。
　こうした違いがある企業と作業
所がどうしたら連携できるのか。
企業の思いと作業所ができること
のバランスを考えた「共生型」の
スタイルが必要です。その間の調
整は行政には難しい。民間が担う
べき役割です。

　「誰も損をしない福祉の構造」に
ついて考えてみましょう。まず情
報編です。先程のサンダーズの例
のように、マスコミの取材を積極
的に受けて連携を紹介してもらう。
企業は支援の見返りを報道の形で
受け取り、双方にメリットが生じ
るようにします。マスコミを動か
しながら福祉を動かす仕組みです。
　次に環境教育編です。広島市子

ども文化科学館という施設で企業
の方が子どもたちを対象にペット
ボトルロケットを作っています。
その材料を作業所が提供していま
す。福祉が環境教育を支援してい
る、興味深い活動だと思います。
　最後に実践編です。「企業のイ
ベントで作業所の製品を使うと経
費の節減になります」「技術を供与
することで社会貢献ができます」
と具体的に働き掛けます。また、

「従業員の趣味を作業所の活動に
活かせたら、従業員の生き甲斐に
もなり、ボランティアにもつなが

ります」という促し方も有効かも
しれません。
　こうした連携にはコーディネー
ターが必要です。企業のことも作
業所のこともよく知っている人が
調整しないと成立しません。
　厳しい経済状況の中、企業の福
祉支援も難しい昨今です。また、
福祉と企業というと「やってあげ
る側」と「やってもらう側」という
立場に分かれてしまいがちです。
そうなると一回はお情けで成り
立ってもなかなか続きません。い
かに継続させていくかが課題です。
　「福祉」という言葉の代わりに、
私は「お互いさま」と言いたいと
思います。「お互いに良い結果に
なったね」と言い合えたらいい。

「お互いさま」を進めていくことが
今後の日本の福祉を良くしていく
のではないかと思います。

広島市内の障がい者作業所で作られる製品
を一般企業の店頭で販売。売上は全額が心
身障がい者の自立資金に還元される

誰も損をしない福祉、
「お互いさま」の構造

作業所の製品が持つ
問題点

誰も損をしない福祉の構造 実践編

企業イベント

企業の技術

社員の趣味

経費節減
企業イメージアップ

寄付以外の
社会貢献

生き甲斐
ボランティア

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

障
が
い
者
作
業
所
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　当社は阪神・淡路大震災で被災
した外国人への多言語情報提供を
機に発足したNPO「多文化共生
センター」の有志によって設立さ
れました。以来、インターネット
を用いた多言語情報サービスの提
供により、多言語･多文化な社会
の実現を目指す事業をソーシャル
ビジネスとして展開しています。
　事業内容はまず「多言語携帯
サイトの運営」。外国人向け有料
ニュースサイトなどの運営です。
次に「多言語情報提供サービスの

構築」。自治体などでの外国人向
けメールマガジンの配信サービス
を提供しています。

　阪神・淡路大震災における、被
災外国人への多言語による情報提
供が活動の始めでした。その時に
分かったのは、震災ゆえに外国人
が困ったのではなく、普段から問

在日外国人向け携帯サイトの運営や、
自治体向け

多言語情報配信システムの提供等により、
多文化共生社会の実現を目指す

事例発表 2

株式会社
グローバルコンテンツ
●本　　社
大阪府大阪市淀川区西中島  
4-6-19 木川ビル5A
●代 表 者
中村満寿央

●創　　立
2001（平成13）年

●資 本 金
1,000万円

●従業員数
４名
●事業内容
多言語携帯サイトの作成・ 
多言語情報提供 
サービス構築、 
外国人動向調査　など
●ＵＲＬ
http://www.globalcontents.
co.jp/

中村満寿央 Nakamura Masuo

株式会社グローバルコンテンツ　
代表取締役社長

阪神・淡路大震災で被災した外国人への 
多言語情報提供の経験と蓄積

携帯電話・インターネットを利用した 
在日外国人向け多言語情報サービス

携帯公式サイト化でソーシャルビジネスとして事業化に成功

災害時に対応した携帯電話での多言語情報提供の推進

背景

特徴

効果

その他

多文化共生社会実現を
目指すNPO活動の

実践と限界
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題を抱えていて、それが震災で顕
在化したということでした。そこ
で支援活動継続のため設立された
のが「多文化共生センター」です。
　「多文化共生」ということばを私
たちは「国籍・ことば・文化や性
などの違いを認め尊重し合う社
会、共生し合う社会」と定義しま
す。その実現に向けたセンターの
活動理念は三つです。第一が「国
籍による差別のない基本的人権の
実現」。第二が「民族的・文化的
少数者への力付け」、いわゆる「エ
ンパワーメント」。第三が「日本
社会に向けた取組」。多文化共生
社会実現には外国人だけでなく日
本人の変化が求められるからです。
　事業の柱は「多言語情報提供」。
例えばO-157が問題となった際
には相談電話を開設し、8言語で
予防冊子を作って対処法の情報提
供に努めました。
　そうした活動にも課題がありま
した。第一に、NPOの活動では
情報提供できる地域・時間が限ら
れる点。第二が「コスト」。第三
が「継続性」。NPO事業の収入源
は助成金や寄付が大半ですが、助
成金だと単発事業になり、継続性
確保が難しいのです。

　そんな中、1999（平成11）年に
NTTドコモが携帯ウェブサイト
サービス「ｉモード」を開始しま
した。携帯電話でホームページが
見られるサービスです。そのメ
リットは、国内なら時間も場所も
限定されないこと。公式サイトに
よって課金の回収代行が可能なこ
と。さらに、インターネット・サー
ビスの利点として、サーバーに情

報を置いておけば、利用者がある
程度増えても経費は変わらないこ
と。携帯は大半の外国人が持って
いる身近な情報ツールです。課題
解決の可能性を感じ、携帯で多言
語情報を提供するサービスに本格
的に挑戦するため、当社が設立さ
れました。
　当初はなかなか普及が進みませ
んでしたが、企業内でも当事者や
その周りの人が必要性を理解して
くれ、事業として成り立つように
なりました。2007（平成19）年に
は全携帯会社に公式サイトができ、
2008（平成20）年の総会員数は
１万人を超えました。

　災害時の多言語情報提供につい
て、新潟県中越地震での例を御紹
介します。当時、被災地には約
2,000人の外国人が住んでいまし
た。そこで、4言語による無料の
携帯地震情報サイトを開設しまし
た。多言語による災害情報提供に
特化したサイトは初の試みでした。

　これを機に総務省の外郭団体で
ある（財）自治体国際化協会の提案
で、自治体でも使える携帯電話用
の災害時多言語情報提供ツールを
提供しています。最近ではメール
配信システムの提供もしています。
要望が多いのはやはり災害時対応
です。現在、緊急の災害速報と安
否確認やGPSを使った避難所の施
設検索を実験的に進めています。
　地域と企業における多文化共生
の在り方について触れておきます。
まず自治体には総合的な外国人住
民施策をさらに推進してほしいと
思います。隣人としていかに共に
暮らすのか、自治体のみならず全
住民が再考すべきです。当社は行
政サービスに関する情報を多言語
で提供したり、災害時の多言語情
報提供などでお手伝いできると考
えています。
　企業には「多文化な職場、多文
化な商品・サービス」を進めてほ
しいと思います。外国人と日本人
が共にいかに心地よく働けるか。
外国人が利用しやすい商品・サー
ビスをいかに提供するか。企業活
動で求められるのはこうした点で
はないかと思います。

災害時対応と地域・
企業における

多文化共生のあり方

携帯公式サイトの登場で
ビジネス化の道が開ける

グローバルコンテンツが考える地域・企業における「多文化共生」

自治体による
総合的な
外国人住民施策

外国人、日本人がともに働く職場づくり

外国人も利用できる商品・サービスの提供

● 「多文化な職場」のチェックシート（多文化共生センター大阪編）

地 域

企 業

● 多言語情報提供による行政サービスへのアクセス 
● 災害時における多言語情報提供

地域で共に暮らしていく隣人

「多文化な」職場、
商品・サービスを
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　当社の事業分野は、オフィス・
家庭など消費者向け商品や各種部
品など多岐にわたりますが、どれ
も「貼る」という一つの技術を中
心に製品・サービスを展開してい
ます。本国アメリカのスリーエム
社と日本の住友電工などの合弁で
設立されました。
　ビジョンに掲げているのは、最
も革新的な企業として顧客に優先
的に選ばれるサプライヤーになる
こと。メーカーとして技術的な面
で顧客を助けることをその中心に

置いています。経営理念は、品質
等で顧客に満足される価値を提供
し、社会と自然環境を尊重するこ
と。人事の基本原則は、個人の尊
厳を認めることと終身雇用です。

　中心的な戦略は「イノベーショ
ン（新しい製品を出していく力）」
を育むことにあります。CSRに関

住友スリーエムにおける
CSR経営

事例発表 3

住友スリーエム
株式会社
●本　　社
東京都世田谷区玉川台 
2丁目33番1号
●代 表 者
ジェシー・ジー・シン

●創　　立
創業1960（昭和35）年 
設立1961（昭和36）年
●資 本 金
189億2,927万2,320円

●従業員数
2,714名 

（グループ全体、 
2009（平成21）年12月末日）
●事業内容
電気電子・電力・通信、 
建築・サイン・ディスプレイ、 
ヘルスケア、 
セーフティ・セキュリティ、 
自動車・交通産業、オフィス、 
ホーム＆レジャー関連製品の 
製造販売
●ＵＲＬ
http://solutions.3m.com/
ja_JP/WW2/Country/

昆　　政彦 Kon Masahiko

住友スリーエム株式会社　
取締役　
財務、情報システム及び総務担当

新製品開発で顧客の抱える課題を解決する 
手助けをするメーカー

顧客満足を実現し、 
売上げを伸ばすと同時に社会価値を高めていく

製品で顧客に直接役立つと同時に、 
財務価値を出すことで社会価値向上に貢献する

社会貢献が従業員の結束を強め、彼らの喜びにつながる

背景

特徴

効果

その他

イノベーションを
育む文化とそれを

根付かせるための取組
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しては、この戦略にCSRが目指す
べきものを重ねていくことを考え
ています。つまり、環境問題など
でお困りの顧客に新製品を提示し
て問題を解決する取組の中で、売
上げと同時にCSRとしての価値の
向上を目指すのです。
　当社が唱える「イノベーション」
とは、第一に「顧客満足を得る手
段」。第二は「他社との差別化」。
第三に、「顧客に喜んでもらえた
喜びを共に働く仲間が分かち合い
満足感を得ること」。これが最終
的には人権擁護につながるという
考え方です。
　こうした考え方を社内に根付か
せるための取組が以下の六つです。
①ビジョン：ビジョン理解を人事
評価に組み込んでいます。②先見
性：顧客のニーズを引き出し当社
の技術で解決を目指します。③ス
トレッチ・ゴール：新製品開発を

財務目標に結び付けています。④
行動の自由：会社の指示にない研
究開発にも会社の資産利用を推奨
しています。⑤コミュニケーショ
ン・ネットワーク：アイデアを生
みだす環境整備として勉強会やメ

ンター（助言者）制度を活用して
います。⑥表彰と認知：アイデア
に報いるための仕組みです。

　リーマン・ショックや金融不況
を経て、寄付や社会貢献への出費
は難しい現状です。そこで取り組
むべきなのが、社会全体の価値向
上に企業活動を重ねていくことだ
と思います。
　企業には会計の限界を超えた価
値があります。ブランドや新技術
の開発力、優秀な人材などがそう
です。さらに一歩進めて、企業の
本質的な使命は社会全体の価値を
高める行動であり、それがCSRの
本旨だと思います。
　それではその社会価値とは何か。
まずは財務的価値。次に測ること

ができる社会価値で財務価値に入
らないもの。例えばCO2排出量
を減らす行動は社会の価値を高め
ます。第三に測ることはできない
が明らかに価値のあるもの。安全・
安心、健康などです。第四に心の

問題。互いを尊敬し愛情を持つ組
織は、憎み合う組織より価値が高
いことは自明かと思います。
　社会価値を高めるには様々な方
法があります。民間企業には製品
やサービスを通じてもそれが可能
です。一方で行政など公共部門が
担うべき仕事だという意見もあり
ます。企業は利益を上げたら税金
を払う。その税金が行政を支える
財源になる。また、株主には年金
基金も多く、利益でその投資に報
いれば年金が確保されます。財務
価値を出すことは企業の社会貢献
の使命なのです。

　こうした貢献から従業員の喜び
も生まれます。自分の仕事が社会
にいかに貢献しているかを知り、
働く喜びを感じる。従業員の目を
こうした方向に向けていくことも
今後の課題かと考えます。
　人権を考えた場合、二つのCSR
があります。まずは守りのCSR。
法令遵守や障がい者雇用など最低
限の責務です。そして今後は、攻
めのCSRが大切です。自分たちの
得意なイノベーションを通じて新
製品を提供し、社会価値を高める
と同時に、社内のワクワク感や達
成感を高める。同じ目標に向かう
チームワークを強め、互いが尊敬
できる組織にすることで、従業員
の心に喜びを生みだす。そこで必
要なのは「社会価値はこうすれば
高められる」という合意を取って
おくこと。こうして、CSRを積極
的に推進することによって人権の
啓発もできるのではないかと考え
ています。

積極的なCSRで
社会価値を高め従業員に

喜びをもたらす

企業の使命と
社会価値を高める活動

住友スリーエムにおける人権啓発活動のまとめ

守りのCSR徹底

● コンプライアンス 
● 障がい者雇用の促進
● 人事制度での働きやすさ推進

攻めのCSRへの転換

● イノベーションで新製品開発 ： ワクワクと達成感 
● 同じ目標へ向かうことでのチームワーク
● 事業活動を通じて社会価値向上活動の概念設定
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水尾　頂いた御質問を元に、回答も含
めて議論をしていきたいと思います。
最初に、住友スリーエムの昆さんへの
質問です。「日本で終身雇用をする上
での課題はどういうもので、どう対応
していらっしゃいますか」との質問で
す。

昆　まずは、やはり会社をどれだけ好
きになってもらえるかというのが大き
なポイントだと思います。「ここでずっ
と働きたい」と思えなければ、終身雇
用は魅力的なものではないからです。
当社について言うと、実は終身雇用で
はあるのですが、年功序列ではないの
です。65歳までとなると、能力的に
ピークを過ぎた後も働くことになる。
ただ、この時に年功序列を優先してし
まうと、能力以上の賃金をもらうこと
になります。したがって、当社では、
終身雇用を優先させるために年功序列
は捨てています。自分の部下が10歳
年上といった状況があちこちで出てい
ます。この時に、お互いを尊敬すると
いう文化、これが大事になると思いま
す。年功序列でないとはいえ、お互い
がきちんと敬意を払った上での上司と
部下として働いていれば、ずっと働き
たいという関係になるのではないかと
思っています。

水尾　続いて、料亭久里川の森さんへ
の質問です。「コーディネーターにな
る、あるいはコーディネーターを育て
るには、どのような方法がありますか」
という内容です。
森　コーディネーターの育成方法には

2つあると私は思っています。一つは
福祉の現場の方、例えば作業所の職員
さんが商売を勉強するという方法、も
う一つは企業の方が福祉を勉強すると
いう方法です。ただ、前者は難しいと
思っています。なぜなら、福祉の専門
学校や大学を出られた方が新卒で職員
になってしまうと、福祉現場にはモノ
を売る経験がないため、交渉力とか折
衝力といった面で企業とお付き合いし
ていくことが難しいのです。そういう
点で言うと、既にノウハウを持ってい
る企業の方が作業所や障害のある方に
ついて勉強するほうがいいと思います。
水尾　私からも一つお聞きしたいの
ですが、例えば「うちの会社も福祉施
設とタイアップして何かできるだろう
か」と思った場合、どこに相談に行け
ばいいのでしょうか。
森　今はそういう専門職というかコー
ディネーターというものが世の中にな
いのです。ですから、今の時点では、
企業さんから作業所さんのほうへ働き
掛けるしかありません。例えば、「う
ちの会社で廃棄処分しているものの中
に、あなたの作業所で使えるものはあ
りませんか？」と。意外と、「それなら、
うちに下さい」ということでつながっ
てくると思います。
水尾　ビジネスにどう結び付くのかお
話しいただけますか。
森　例えば先ほどのJTサンダーズの
例で言いますと、御覧いただいた番組
以外にも広島の全てのローカルメディ
アが特集を組みましたし、新聞等にも
出ました。その宣伝効果・広報効果と
いうのは金額に換算したらいくらにな
るかという話です。また、こうした題
材を他の企業の方にお見せすることで、

「じゃあ、うちもやってみようか」とい
う広まりが出てきています。いわゆる
パブリシティ、宣伝効果はすごいと思
います。

企業の特色を活かした
様々なCSRの形

パ 広ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 島 会 場

水尾　順一 
駿河台大学経済学部
教授・
同大学経済研究所長

森　　浩昭
有限会社栗川商店
料亭久里川支配人

中村満寿央
株式会社
グローバルコンテンツ　
代表取締役社長

昆　　政彦
住友スリーエム
株式会社　取締役　
財務、情報システム
及び総務担当

終身雇用において
大切なこととは何か

求められる
企業と福祉を結ぶ人材
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水尾　さらに昆さんに2つ質問が来て
います。まず「デュアルラダーについ
て詳しく教えてください」というもの。
もう一つは「名誉のみの表彰で本当に
効果があるのか」という御質問です。
昆　エンジニアとして優秀な人、どん
どん新製品を出すような人にそれなり
に報いてあげようとすると管理職にせ
ざるを得ない。そうすると部下を持た
なければいけない。部下を持つと、部
下のマネジメントなどに時間を割かれ、
本来の新製品開発の能力が落ちたり、
もしくはそういう仕事ができなくなる。
それならば、開発ができる仕事のまま
役員までできないかということを考え
たものが、デュアルラダーという制度
です。要は、現場で製品開発をやりな
がら、部下は持たずに役員と同じ報酬
と待遇がもらえるといった仕組みです。
水尾　なかなかユニークな制度ですね。
もう一つの質問は表彰制度についてで
すが。
昆　これは、その賞に価値があるとい
うことを社内に認知させることが重要
です。社内で一番価値のある「カール
トン・ソサエティ賞」の受賞者は、カー
ルトン・ソサエティという組織のメン
バーとなる権利を得ます。しかし経済
的メリットは、何もありません。名誉
よりも価値のあるものはない、との考
えです。表彰式も、社長を始め全役員
が集まり、海外にいる人は本社にまで
呼ばれ、大々的なセレモニーをするの
です。そうすることで、受賞者も、見
ている人たちも、「あの人は価値のあ
る賞を獲ったんだな」というのを認識
し、賞の価値が上がっていくのです。
水尾　野球で言うと名球会入りすると
いう感じですね。

水尾　次は、私に対する質問です。グ
ローバル・コンパクトは4分野におい
て10原則あり、例えば会社や組織が

「私たちは、これに取り組みます」とい
う宣言をするものです。日本では、こ
の宣言をしている組織が今100を超え
ているのですが、質問は「なぜ日本よ

りも、韓国の方が、宣言をしている組
織数が多いのか」というものです。実
は、私も日本の優良企業の皆さんに、

「なぜ、グローバル・コンパクトを宣
言しないのか」と聞いたことがありま
す。すると「実は慎重なのです」とい
う回答でした。もしグローバル・コ
ンパクトを宣言した後に、トラブルや
問題が起きたらまずいので宣言してい
ませんということなんですね。恐らく、
日本で宣言する企業が少ないのは、こ
うしたことが理由なのではないでしょ
うか。

水尾　次の御質問は、「日本社会では、
社会貢献は『陰徳』として行うのが美
徳と考える風潮が根強く残っていると
思うのですが、今後は『陽徳』に変わっ
ていくとお考えでしょうか」という内
容です。中村さん、いかがでしょう。
中村　今の陰徳・陽徳という話ですが、
私のNPOの体験からも、企業の寄付
というのはNPOにとって非常に大き
な財源になりますし、企業としても寄
付はCSRの中での位置付けとして今後
も必要だと思います。その中で、これ
は私の経験ですが、「寄付をしましょ
う。ただし、名前は出さないでほしい」
という企業経営者さんがおられるので
す。理由は、名前が出ると、別の団
体が「何でうちには寄付してくれない
んですか」という話になりかねないの

だと。そういうケースもある中で、最
近よくあるのが中間支援のNPOです。
つまり、NPOが基金を作って、企業
さんにはそこにまとめて寄付をして
いただく。そして、その中間支援の
NPOが事業公募をして、そこが審査
を行い、その基金から一定の額を助成
するという形で寄付を行なうというこ
とがあります。したがって、CSRの中
でも、寄付については陰徳という形も
あり得るのではないかと思います。
水尾　昆さん、いかがでしょう。
昆　今日、何度もお話に出ているよう
に、企業は利益を出していかなければ
いけない。利益は数字で出ますから分
かりやすい。ところが、美徳とか徳は
分かりづらい。分かりづらいものと分
かりやすいものでは、みんな分かりや
すいほうに行ってしまいます。過去に
起きた企業による不正のほとんどはそ
こから来ています。大事なことは忘れ
て、短期の利益、目に見えるところだ
けに行ってしまう。これを防ぐために
も、やはり美徳といったところを分か
りやすく表していくべきだと私は思い
ます。
水尾　私も昆さんと同じで、「陰徳の
美」ではなく、素晴らしいことをした
らどんどん開示していいと思います。
つまり「陰徳の美」から、良い行いに
対しては「お互いに称賛する社会」を
作っていく。そんな社会になった方が、
皆さんのモチベーションもあがるので
はないでしょうか。皆さん、本日はど
うもありがとうございました。

陰徳の美から
互いに称賛しあえる社会へ

なぜ日本の優良企業は
グローバル・コンパクトを

宣言しないのか

社員の働きやすさを追求し
やる気を育てる
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